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○外交関係に関するウィーン条約（昭和三十九年条約第十四号）（抄） 

第一条  

 この条約の適用上、 

(a)～(h) （略）  

(i)  使節団 の公館」とは、所有者のいかんを問わず、節団 のために節用されている建物又はそ 

の一部及びこれに附属する土地（節団 の長の住居であるこれらのものを含む。）をいう。 
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○領事関係に関するウィーン条約（昭和五十八年条約第十四号）（抄） 

第一条 定義 

１ この条約の適用上、 

(a)～(i) （略）  

(j) 「領事機関の公館」とは、建物又はその一部及びこれに附属する土地であつて、専ら領事 

機関のために使用されているもの（所有者のいかんを問わない。）をいう。 

(k) （略） 

２・３ （略） 
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